
令和３年度静岡県スポーツ少年団＜母集団研修＞補助金交付要項 

 

 １ 補助事業名  

○○市町母集団研修会  

 

２ 趣旨  

団運営と活動を側面から援助してくれる母集団の研修会を開催し、スポーツ少年団の健全 

育成に対する理解を深めることを目的とする。  

 

３ 期間  

令和２年４月１日より令和３年２月末日まで（報告含む）の間に実施。  

 

４ 対象経費  

補助金の対象経費は、諸謝金、会議費、借損料、（会場借上料等）、消耗品費、印刷製本 

費（資料作成費等）、通信運搬費等  

 

５ 補助金の額  

１会場 50,000円  

 

６ 補助金の交付  

補助金交付申請書（様式１～３）の提出後、本会にて内容を審査する。 また、事業報告 

書及び請求書提出後、補助金を交付する。  

 

７ 決算書の作成及び提出  

（１）決算書の作成上の注意事項  

支出については、内訳を詳細に記入のこと。  

（２）補助金の確定  

補助金は、補助対象経費総額と補助金とのいずれか低い額を確定額とする。  

 

８ 事業実施報告書の提出期限  

全事業終了後２週間以内に本補助事業に関する事業実施報告書（様式４～６）を作成す 

る。なお、事業執行に伴う各経費の領収証等証拠書類を添付すること。  

 

９ その他  

開催市町スポーツ少年団より所属地区（東部・中部・西部）スポーツ少年団へ要項を送付 

し、参加者の取りまとめを行う。 

東部：熱海市、三島市、富士市、函南町 

中部：静岡市、島田市、焼津市、藤枝市 

東部：浜松市、掛川市、袋井市、菊川市 


